
この度、事業奨励の思召しをもって、天皇陛下から金一封を賜ることとなり、令和５年 2月 27日に

島根県庁において、伝達式が挙行され、理事長が出席しました。丸山県知事より、宮内庁長官の通達文

と、金一封を拝受いたしました。 

 

天皇陛下から施しを受け（恵みを与えられ）、今、存在していることの喜びの充足感で、幸せです。 

この「福祉」のお手本に倣い、私共も福祉活動を向上させていくつもりです。 

 

 

福祉＝幸福 

welfare  人が良い状態であること 

福＝幸せ 

祉＝神の恵み 

施し＝恵み与えること 

幸福感＝人（恵まれた幸せ）として、存在していることの充足感 
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御下賜金とは 

１ 御下賜金について 

２月２３日の天皇誕生日に際し、社会福祉事業御奨励のため、事業運営が優良な民間社会福祉施設・

団体に対し、天皇陛下より金員が御下賜されます。 

例年、各都道府県及び各政令指定都市より各１団体に御下賜されます。 

２ 対象となる施設・団体について 

以下の要件に適合する施設・団体から選定されます。 

（１） 社会福祉法第２条に規定する第１種社会福祉事業又は第２種社会福祉事業を行うことを目

的とする施設・団体であること。 

（２） ２月２３日現在において、創立後５年以上の事業経歴を有し、かつ、過去５年間に御下賜

金を拝受していない施設・団体であること。 

（３） 御下賜金を拝受するのに相応しい優良な施設・団体であること。 

ア 法人経営・施設運営が適正であること。 

イ 積極的、先進的な事業の取組みが実施されていること。 

ウ 要援護者等に尽くした功績が相応しいこと。 

エ 施設・団体の経歴年数が相応しいこと。 

祝儀袋 

見た目は白と黒の 2 色の染め分けされた水引のようですが、黒く見えるところは玉虫色をしていて、

手で触ると赤く（紅く）なる特殊な水引です。 


